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働き方改革を推進することを目的として、平成３０年１２月の改正貨物自動車運送事業法

により、「規制の適正化」、「事業者が遵守すべき事項の明確化」、「標準的な運賃の告示

制度」 、「荷主対策の深度化」、の４項目が措置された。

このうち、「標準的な運賃の告示制度」及び「荷主対策の深度化」については、令和６年３

月までの時限措置とされているが、新型コロナの影響や燃料油価格の高騰により、厳しい

経営環境が続いており、会員事業者から今後も継続が必要との強い要望がある。

つきましては、「標準的な運賃の告示制度」及び「荷主対策の深度化」について、令和６年

３月までの時限措置の延長に向けて、ご支援、ご指導をお願いしたい。

改正貨物自動車運送事業法に係る標準的な運賃等
時限措置の延長について
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働き方改革における改善基準告示の見直しに係る運用について

現在、労働政策審議会労働条件分科会自動車運転者労働時間等専門委員会トラック

作業部会において、 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（改善基準告示）

の見直しについて議論がされている。

トラック運送業においては他産業と異なり、荷主都合による待機時間や荷役作業によっ

て労働時間が長くなる実態がある。

働き方改革を推進し、過労死の削減を図るための改善基準告示の見直しにあたり、新た

に行われる「厚生労働省による荷主対策」について、実効性の確保をお願いしたい。

また、改善基準告示の運用にあたって、労働基準監督署によるトラック運送事業者への

指導においては、上記荷主対策が浸透し、商慣習が見直されるまでの当面の間、実態に

即した指導がなされるようご配慮いただきたい。
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